
■来てふくしま体験住宅提供事業　事業フロー（参考）

建築住宅課 行政課
関係機関 対象者（使用者）

県（建設事務所）
指定管理者

※必要に応じ家財

設置・修繕等実施

※使用期間満了日の30日前まで

行政財産使用許可申請書

（様式2）提出

許可書

行政財産使用終了届

（様式6）提出

使用終了

使用住戸確認

事前相談

使用開始

使用住戸・駐車場調整

※必要に応じ

家財・修繕等発注

受付

内容審査

住戸確認

納入通知書

情報提供

※許可書の写を送付

内容審査

使用開始時の

鍵引渡し及び立会

移住計画書（様式1）

作成

相談対応

受付

相談状況確認

使用者情報提供

面談

移住計画書

（様式1）修正

納入通知書

内容審査受付

情報提供

※許可書の写を送付

納付

情報提供等

（随時）

各種手続き案内

面談対応

情報提供等

（随時）

行政財産使用許可変更
申請書（様式5）提出

相談状況確認

照会回答

適宜対応

受領

納付確認

適宜対応

受領

納付確認

適宜対応

提供情報の共有

照会回答

提供情報の共有

適宜対応

住戸の清掃

※退去する日の15日前まで

住戸確認対応

使用許可を延長しようとする場合（３か月単位）

情報発信状況確認

情報発信状況確認

納付

許可書

情報提供情報提供

情報提供

情報提供


